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別紙１１-３　水質計器点検整備業務　該当計器一覧表　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第70条）

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

原水濁度計 TB400G/A2 ランプアセンブリ K9410DA 個 １

フィルター K9008ZD 個 １

排水チューブ K9411JM 式 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

処理水濁度計 TB400G/A1 ランプアセンブリ K9410DA 個 ２

ヒューズ(1A) A1109EF 5個/組 個 １

ヒューズ(3A) A1113EF 5個/組 個 １

フィルター K9008ZD 個 ２

排水チューブ K9411JM 式 ２

他チューブ 式 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

中間残留塩素計 FC400G 回転電極 K9332MB 個 １

従動軸アセンブリ K9334JV 個 １

摺動コンタクト K9332SR 個 １

ベルト L9804UK 個 １

モーターASSY K9334JY 個 １

ギアヘッド K9332JP 個 １

Ｏ－リング Y9115XB 5個/組 個 １

セラミックビーズ K9332ZP 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

ろ過水残留塩素計 FC400G 回転電極 K9332MB 個 １

従動軸アセンブリ K9334JV 個 １

摺動コンタクト K9332SR 個 １

ベルト L9804UK 個 １

モーターASSY K9334JY 個 １

ギアヘッド K9332JP 個 １

Ｏ－リング Y9115XB 5個/組 個 １

セラミックビーズ K9332ZP 個 １

２　大貝浄水場
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別紙１１-３　水質計器点検整備業務　該当計器一覧表　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第72条）

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

配水残留塩素計 FC400G 回転電極 K9332MB 個 １

従動軸アセンブリ K9334JV 個 １

摺動コンタクト K9332SR 個 １

ベルト L9804UK 個 １

モーターASSY K9334JY 個 １

ギアヘッド K9332JP 個 １

Ｏ－リング Y9115XB 5個/組 個 １

セラミックビーズ K9332ZP 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

処理水pH計 PH450G ガラス電極 K9142TN 個 １

ジャンクション K9142TH 個 １

Ｏ－リング検出器 K9142QW 2個/組 個 １

Ｏ－リング超音波接合部 K9142QT 2個/組 個 １

Ｏ－リング超音波取付部 K9142QX 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

原水アルカリ度計 AL400G pH検出器 PH10AL-ASP24 個 １

測定水注入ノズル K9465VG 2個/組 個 １

試薬注入ノズル K9465VJ 個 １

電磁弁（SV1） K9465JQ 個 １

電磁弁（SV2） K9465VM 個 １

電磁弁（SV4） K9465VP 個 １

モータアセンブリ K9465CL 個 １

試薬ポンプ K9465JT 個 １

エアーポンプ K9087XE 個 １

電磁弁（SV3） K9465VN 個 １

電磁弁（SV5） K9465VQ 個 １

電磁弁（SV6） K9465JS 個 １

電磁弁（SV7） K9465VS 個 １

電磁弁（SV8） K9465VT 個 １

電磁弁（SV9） K9465VU 個 １

２　大貝浄水場
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別紙１１-４　水質計器点検整備業務　該当計器一覧表　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第70条）

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

沈でん水残留塩素計 FC400G 回転電極 K9334JP 個 １

従動軸アセンブリ K9334JV 個 １

摺動コンタクト K9332SR 個 １

ベルト L9804UK 個 １

モーターASSY K9334JY 個 １

ギアヘッド K9332JP 個 １

Ｏ－リング Y9115XB 5個/組 個 １

セラミックビーズ K9332ZP 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

ろ過水残留塩素計 FC400G 回転電極 K9332MB 個 １

従動軸アセンブリ K9334JV 個 １

摺動コンタクト K9332SR 個 １

ベルト L9804UK 個 １

モーターASSY K9334JY 個 １

ギアヘッド K9332JP 個 １

Ｏ－リング Y9115XB 5個/組 個 １

セラミックビーズ K9332ZP 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

浄水・配水残留塩素計 FC400G 回転電極 K9332MB 個 １

従動軸アセンブリ K9334JV 個 １

摺動コンタクト K9332SR 個 １

ベルト L9804UK 個 １

モーターASSY K9334JY 個 １

ギアヘッド K9332JP 個 １

Ｏ－リング Y9115XB 5個/組 個 １

セラミックビーズ K9332ZP 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

原水濁度計 AN450A ランプアセンブリ K9410DA 式 １

１μｍフィルタ K9008ZD 式 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

沈でん水濁度計 AN450A ランプアセンブリ K9410DA 式 １

１μｍフィルタ K9008ZD 式 １

３　寺泊浄水場
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別紙１１-４　水質計器点検整備業務　該当計器一覧表　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第72条）

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

原水アルカリ度計 AN470A PH電極 PH10AL-ASP24 個 １

ろ砂 K9720FZ 個 １

排水用チューブ K9645ZJ 個 １

試薬ポンプ K9465JT 個 １

エアーポンプ K9087XE 個 １

電磁弁（SV1） K9465JQ 個 １

電磁弁（SV2） K9465VM 個 １

電磁弁（SV3） K9465VN 個 １

電磁弁（SV4） K9465VP 個 １

電磁弁（SV5） K9465VQ 個 １

電磁弁（SV6） K9465JS 個 １

電磁弁（SV7） K9465VS 個 １

電磁弁（SV8） K9465VT 個 １

電磁弁（SV9） K9465VU 個 １

モータアセンブリ K9645CL 個 １

ろ過フィルター K9720CS 個 １

測定水ノズル K9465VG 個 １

試薬注入ノズル K9465VJ 個 １

Oリング Y9215XB 個 １

Oリング Y9149XB 個 １

３　寺泊浄水場
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別紙１１-５　水質計器点検整備業務　該当計器一覧表　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第70条）

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

原水濁度計 TB400G/A2 ランプアセンブリ K9410DA 個 １

フィルター K9008ZD 個 １

排水チューブ K9411JM 式 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

処理水濁度計 TB400G/A1 ランプアセンブリ K9410DA 個 ２

ヒューズ(1A) A1109EF 5個/組 個 １

ヒューズ(3A) A1113EF 5個/組 個 １

フィルター K9008ZD 個 ２

他チューブ 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

ろ過水残留塩素計 FC400G 回転電極 K9332MB 個 １

従動軸アセンブリ K9334JV 個 １

摺動コンタクト K9332SR 個 １

ベルト L9804UK 個 １

モーターASSY K9334JY 個 １

ギアヘッド K9332JP 個 １

Ｏ－リング Y9115XB 5個/組 個 １

セラミックビーズ K9332ZP 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

原水pH計 PH400G ガラス電極 K9142TN 個 １

ジャンクション K9142TH 個 １

Ｏ－リング検出器 K9142QW 2個/組 個 １

Ｏ－リング超音波接合部 K9142QT 2個/組 個 １

Ｏ－リング超音波取付部 K9142QX 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

処理水pH計 PH400G ガラス電極 K9142TN 個 １

ジャンクション K9142TH 個 １

Ｏ－リング検出器 K9142QW 2個/組 個 １

Ｏ－リング超音波接合部 K9142QT 2個/組 個 １

Ｏ－リング超音波取付部 K9142QX 個 １

４　与板浄水場
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別紙１１-５　水質計器点検整備業務　該当計器一覧表　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第72条）

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

浄水pH計 PH400G ガラス電極 K9142TN 個 １

ジャンクション K9142TH 個 １

Ｏ－リング検出器 K9142QW 2個/組 個 １

Ｏ－リング超音波接合部 K9142QT 2個/組 個 １

Ｏ－リング超音波取付部 K9142QX 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

原水アルカリ度計 AL400G pH検出器 PH10AL-ASP24 個 １

測定水注入ノズル K9465VG 2個/組 個 １

試薬注入ノズル K9465VJ 個 １

電磁弁（SV1） K9465JQ 個 １

電磁弁（SV2） K9465VM 個 １

電磁弁（SV4） K9465VP 個 １

モータアセンブリ K9465CL 個 １

４　与板浄水場
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別紙１１-６　水質計器点検整備業務　該当計器一覧表　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第70条）

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

処理水濁度計 TB700G ランプアセンブリ K9657TK 個 ２

ヒューズ A1113EF 5個/組 個 ２

乾燥剤 K9657RJ 4個/組 個 ２

Ｏ－リング K9657NR 個 ２

ガスケット K9657NS 個 ２

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

処理水pH計 PH400G ガラス電極 K9142TN 個 １

ジャンクション K9142TH 個 １

Ｏ－リング検出器 K9142QW 2個/組 個 １

Ｏ－リング超音波接合部 K9142QT 2個/組 個 １

Ｏ－リング超音波取付部 K9142QX 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

原水濁度計 AN450A ランプアセンブリ K9410DA 個 １

１μｍフィルタ K9008ZD 個 １

ポリエチレンチュウーブ2m L9901CB 個 １

ポリエチレンチュウーブ5m L9901CK 個 １

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

浄水残留塩素計 AN460A ガラスビーズ K9332ZJ 個 １

摺動コンタクト K9332SR 個 １

駆動ベルト L9804UK 個 １

従動軸アセンブリ K9334JV 個 １

Оリング Y9115XB 5個/組 個 １

モータアセンブリ K9334JY 個 １

ギヤヘッド K9332JP 個 １

５　栃尾浄水場

78 



別紙１１-６　水質計器点検整備業務　該当計器一覧表　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第72条）

名　称 型　式 点検周期、部品 部　番 備　考 単　位 数　量

原水アルカリ度計 AN470A PH電極 PH10AL-ASP24 個 １

ろ砂 K9720FZ 個 １

排水用チューブ K9645ZJ 個 １

試薬ポンプ（100V） K9465JT 個 １

電磁弁（SV1） K9465JQ 個 １

電磁弁（SV2） K9465VM 個 １

電磁弁（SV3） K9465VN 個 １

電磁弁（SV5） K9465VQ 個 １

電磁弁（SV6） K9465JS 個 １

電磁弁（SV7） K9465VS 個 １

電磁弁（SV8） K9465VT 個 １

電磁弁（SV9） K9465VU 個 １

モータアセンブリ K9645CL 個 １

ろ過水フィルタ K9720CS 個 １

測定水注入ノズル K9465VG 個 １

試薬注入ノズル K9465VJ 個 １

５　栃尾浄水場
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別紙１２-１　施設管理業務（建築物）　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第71条）

1 業務目的

　浄水場及び場外施設の建築物の異常の早期に発見を目的とし、施設

の長寿命化を目指すもの。

2 施設管理業務

（１）受注者は、発注者の「保全点検票」を基本に、点検表を作成し、

　建築物の点検を行なうこととする。

（２）施設管理業務は、巡視点検・定期点検・清掃・報告で構成される。

　ア　巡視点検

　　　目視により、浄水場及び場外施設の建築物の外観及び内部の

　　状態を確認する作業で、頻度は計画による。

　イ　定期点検

　　　目視により、浄水場及び場外施設の建築物の外観及び内部の

　　状態を詳細に確認する作業で、頻度は年1回を基本とする。

　ウ　清掃

　　　巡視点検及び定期点検で発見した異常について、簡易な

　　清掃で改善する場合に行う作業。

　エ　報告

　　　巡視点検及び定期点検の結果は、口頭や文書等で発注者に報

　　告することとする。

3 留意事項

（１）施設管理業務の作業は、原則平日の8:30～17:00の間で行なうこ

　ととする。

（２）施設管理業務で使用する一般工具などの備品については、発注者

　が認めた場合にかぎり、発注者の備品を使用しても良いこととする。

（３）受注者は、施設の異常を発見した場合は、発注者へ速やかに報告

　することとする。
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別紙１２-２　施設管理業務（空調機）　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第71条）

1 業務目的

　浄水場及び場外施設の空調機の異常の早期に発見を目的とし、空調

機の適正管理を目的とするもの。

2 施設管理業務（空調機）

（１）受注者は、発注者の「簡易点検表」を基本に、点検表を作成し、

　空調機の点検を行なうこととする。

（２）施設管理業務は、定期点検・清掃・報告で構成される。

　ア　定期点検

　　　目視により浄水場及び場外施設の空調機の外観等の状態を詳細

　　に確認する作業で、頻度は四半期に1回とする。

　イ　清掃

　　　空調機の能力が十分に発揮できるよう、室内機及び室外機の

　　清掃を適宜行うこととする。

　ウ　報告

　　　定期点検の結果は、文書等で発注者に報告することとする。

　　

3 留意事項

（１）施設管理業務の作業は、原則平日の8:30～17:00の間で行なうこ

　ととする。

（２）施設管理業務で使用する一般工具などの備品については、発注者

　が認めた場合にかぎり、発注者の備品を使用しても良いこととする。

（３）受注者は、空調機の異常を発見した場合は、発注者へ速やかに報

　告することとする。
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別紙１３　臨時薬品注入設備運用業務　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第72条）

1 業務目的

　水質事故や大雨、渇水時等に臨時薬品注入設備を運用し、適正な浄水処

理を行なうことを目的とする。

2 臨時薬品注入設備運用業務

（１）受注者は、原則として発注者からの指示により、臨時薬品注入設備

　の運用を行なうこととする。

（２）受注者は、臨時薬品注入設備の稼働又は停止が必要と予想される場

　合は、発注者に事前に連絡を行なうこととする。

（３）臨時薬品注入設備は、以下の表のとおりとする。

3 留意事項

（１）臨時薬品注入設備の設置撤去作業は、原則平日の8:30～17:00の

　間で行なうこととする。

（２）受注者は、薬品の在庫管理を行うこと。

（３）臨時薬品注入設備運用業務で使用する一般工具などの備品につい

　ては、発注者が認めた場合にかぎり、発注者の備品を使用しても良い

  こととする。

（４）受注者は、設備の異常を発見した場合は、発注者へ速やかに報告

　することとする。

必要なし

必要なし

非常用次亜注入設備

非常用苛性注入設備

設置撤去

必要なし

臨時薬品注入設備

非常用PAC注入設備

必要なし

必要あり

与板浄水場 中PAC注入設備 必要なし

活性炭注入設備（粉末）栃尾浄水場

必要なし

活性炭注入設備（粉末）

活性炭注入設備（粉末）

活性炭注入設備（粉末）

必要あり

必要なし

必要あり

活性炭注入設備

炭酸ガス注入設備

与板浄水場

施設名

妙見浄水場

妙見浄水場

妙見浄水場

大貝浄水場

寺泊浄水場

妙見浄水場

妙見浄水場
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別紙１４ 除草管理業務(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第73条）

１　業務内容

　（１）除草施設、面積及び回数は「除草施設一覧表」のとおりとする。

　（２）使用機器は、機械除草ハンドガイド式または機械肩掛式とする。ただし、構造物や木の幹回

　　　り等の手刈りを必要とする所は手刈りとする。

　（３）除草時期は、発注者との打合せにより決定することとするが、おおむね以下のとおりとする。

１回目 ６月～７月

２回目 ７月～８月

３回目 ８月～９月

２回除草の場合 １回目 ６月～７月

２回目 ８月

　（４）集草

　　　ア　集草対象施設の除去した芝生、雑草、小枝等は、発注者が指定する場所に集積すること。

　　　イ　妙見浄水場及び大島ポンプ場においては場外に搬出し、産業廃棄物として適正に処分する

　　　　こと。

２　留意事項

　（１）作業に当たっては、安全管理に努めると共に、作業完了時は発注者の確認を得るものとする。

　（２）各施設のフェンスに絡まっている草は、適宜処置を行うこと。

　（３）作業に当たっては、騒音、振動、悪臭等の公害の発生を防止し、近隣住民に配慮すること。

　（４）その他作業の詳細について必要がある場合は、その都度協議の上決定するものとする。

３　提出書類

　（１）工程表 １部

　（２）施工記録写真 １部

　（３）その他発注者の指示するもの

３回除草の場合
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除草施設一覧表 №１

１ 上水道施設

（１）長岡地域

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

妙見浄水場 19,540 2,600 ○ 3 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　14,765㎡

十日町加圧ポンプ室 - - - -

太田第１ポンプ室 - - - -

太田第２ポンプ室 50 - - 3

太田低区配水池 - - - -

太田高区配水池 301 - - 3

渡沢ポンプ室 49 - - 3

渡沢配水池 210 - - 3

釜沢ポンプ室 100 - - 3

村松ポンプ室 - - - -

村松配水池 - - - -

青木配水池 6,879 - - 3

青木減圧弁室 66 - - 3

高町ポンプ場 272 - - 3

栖吉ポンプ場 174 174 - 3

栖吉低区配水池 633 - - 3 栖吉低区流量計室周りも含む

栖吉低区流量計室 - - - - 上記のとおり

栖吉高区配水池 290 - - 3

栖吉高区流量計室 - - - -

栖吉低区ポンプ室跡地 179 - - 3

成願寺ポンプ室 55 - - 3

成願寺配水池 257 - - 3

山本ポンプ場 - - - -

山本加圧ポンプ室跡地 127 - - 3

浦瀬配水池 232 - - 3

摂田屋水圧調整室 - - - -

大島ポンプ場 4,554 4,554 ○ 3 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　3,485㎡

上除配水池 6,569 - - 3 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　5,495㎡

西陵ポンプ場（低区配水池） 83 - - 3

西陵高区配水池 303 - - 3

青葉台ポンプ場 8,584 - - 3 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　3,407㎡　青葉台ポンプ場隣局管理地含む

西部丘陵配水池 3,954 - - 3 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　1,575㎡

大積千本ポンプ室 - - - -

大積千本配水池 203 - - 3

大積高鳥圧力タンク室 - - - -

※特に表記が無い場合は、機械肩掛式とする。
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除草施設一覧表 №２

１ 上水道施設

（１）長岡地域

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

柿浄水所（低区配水池） 222 - - 3

柿1号取水井 605 - - 3 1～4号井まとめて

柿2号取水井 - - - - 上記のとおり

柿3号取水井 - - - - 上記のとおり

柿4号取水井 - - - - 上記のとおり

柿5号取水井 - - - - 柿浄水所に含まれる

柿高区配水池 223 - - 3

（２）越路地域

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

越路浄水場 328 - - 3

越路浄水場1号取水井 18 - - 3

越路浄水場2号取水井 135 - - 3

越路浄水場3号取水井 - - - -

越路浄水場4号取水井 - - - -

越路浄水場5号取水井 - - - -

越路配水池 1,080 - - 3

不動沢浄水場 243 - - 3

渋海川取水場 215 - - 3

2号取水井 - - - -

不動沢配水池 1,917 - - 3 管理用道路含む

沢下条配水池 357 - - 3

阿蔵平加圧ポンプ室 - - - -

（３）小国地域

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

大貝浄水場 5,861 - - 3

渋海川取水塔 413 - - 3 管理用道路含む

武石加圧ポンプ室 130 - - 3 苔野島加圧ポンプ室含む

※特に表記が無い場合は、機械肩掛式とする。
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除草施設一覧表 №３

１ 上水道施設

（４）寺泊地域

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

寺泊浄水場 1,571 1,571 - 3

信濃川取水口 - - - -

寺泊第１配水池 500 - - 3

寺泊第２配水池 1,476 - - 3 管理用道路含む

野積第１配水池 50 - - 3

野積第２配水池 300 - - 3

寺泊ポンプ場 10 - - 3

野積ポンプ場　 45 45 - 3

旧野積浄水場　 350 - - 3

（５）与板地域

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

与板浄水場 1,093 1,093 - 3

信濃川取水口 - - - -

与板沈砂池 1,980 - - 3

泉丁配水池 　　　 321 - - 3

八幡配水池 497 - - 3

塩之入配水池 228 - - 3

（６）三島地域

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

蓮花寺配水池 1,403 - - 3

三島ポンプ場 - - - -

（７）和島地域

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

和島低区配水池 976 - - 3

小島谷高区第1配水池 - - - -

日野浦高区第2配水池 - - - -

小島谷ポンプ場 49 - - 3

日野浦ポンプ場 63 - - 3

村田浄水所 - - - -

村田配水池 - - - -

※特に表記が無い場合は、機械肩掛式とする。
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除草施設一覧表 №４

１ 上水道施設

（８）栃尾地域

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

栃尾浄水場 2,856 2,856 - 3

沈砂池 605 605 - 3

栃堀配水池 138 - - 3

高徳寺減圧水槽 16 - - 3

泉接合井 699 - - 3

菅畑ポンプ場 99 - - 3

菅畑配水池 230 - - 2

上の原配水池

上の原ポンプ場　

赤坂配水池 381 - - 3

中崎加圧ポンプ室 - - - -

本津川ポンプ場 108 - - 3

本津川配水池 199 - - 2

比礼配水池　 58 - - 2

比礼圧力調整槽 23 - - 2

軽井沢配水池 371 - - 2

山田ポンプ場 15 - - 3

緑ヶ丘配水池

緑ヶ丘加圧ポンプ室

土ヶ谷ポンプ場　 74 - - 3

土ヶ谷配水池 59 - - 2

東が丘配水池 1,355 - - 3

東が丘ポンプ場 - - - -

旧東が丘ポンプ場 136 - - 3

大倉配水池　 - - - -

旧吉水ポンプ場 90 - - 3

上塩ポンプ場　 97 - - 3

上塩高区配水池 39 - - 2

上塩低区配水池 83 - - 2

上塩配水池管理道路 465 - - 2

※特に表記が無い場合は、機械肩掛式とする。

3,675 - - 3

632 - - 3
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除草施設一覧表 №５

２ 簡易水道施設

（１）山古志地域簡易水道施設

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

調整池 190 - - 3

第１中継ポンプ場 67 - - 3

第２中継ポンプ場 113 - - 3

第３中継ポンプ場 77 - - 3

竹沢高区配水池 293 - - 3

第１加圧ポンプ場 137 - - 3

竹沢低区配水池 21 - - 3

第２加圧ポンプ場 85 - - 3

池谷・大久保配水池 363 - - 3

第５中継ポンプ場 506 - - 3

第６中継ポンプ場 117 - - 3

種苧原配水池 194 - - 3

木篭・梶金配水池 244 - - 3

第８中継ポンプ場 143 - - 3

小松倉配水池 237 - - 3

虫亀配水池 70 - - 3

虫亀水源周辺 789 - - 3

（２）小国地域簡易水道施設

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

山野田浄水所 18 - - 3

山野田浄水所連絡道路 160 - - 3

山野田配水池 226 - - 3

山野田配水池連絡道路 165 - - 3

八王子浄水所 331 - - 3
八王子第１・２水源
及び導水管路（道
路）

2,606 - - 3

八王子配水池 145 - - 3

八王子配水池連絡道路 245 - - 3 路肩

八王子減圧弁 10 - - 3

法末浄水所 570 - - 3

法末配水池 48 - - 3

※特に表記が無い場合は、機械肩掛式とする。
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除草施設一覧表 №６

２ 簡易水道施設

（３）栃尾地域簡易水道

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

一之貝簡易水道 20 - - 3 水源管理用道路

　　　　〃 19 - - 3 水源及び第２接合井

新山簡易水道 50 - - 3 第１減圧槽

　　　　〃 34 - - 3 第２減圧槽

　　　　〃 136 - - 3 浄水所

旧上来伝浄水所 126 - - 3 浄水所

まんさく簡易水道 207 - - 3 水源管理用道路

　　　　〃 164 - - 3 浄水所

明道簡易水道 52 - - 3 沈砂池

　　　　〃 125 - - 3 浄水所

中野俣地区簡易水道 80 - - 3 繁窪浄水所

　　　　〃 750 - - 3 西中野俣浄水所

入東地区簡易水道 548 - - 3 水源管理用道路

　　　　〃 64 - - 3 浄水所

山葵谷簡易水道 283 - - 3 水源管理用道路

※特に表記が無い場合は、機械肩掛式とする。
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除草施設一覧表 №７

（４） 川口中央簡易水道施設

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

第１水源（魚野川） 254.00 - - 3

第３水源（田麦山） 483.10 - - 3 管理用道路含む

中山浄水場 373.40 - - 3

田麦山浄水場 1,183.30 - - 3

第１配水池 309.28 - - 3

第２配水池 585.95 - - 3 管理用道路含む

第３配水池 769.08 - - 3

第４配水池 278.10 - - 3

八郎場地区送水ポンプ室 46.92 - - 3

第６配水池 131.95 - - 3

荒谷ポンプ室 77.40 - - 3

第７配水池 169.62 - - 3

第８配水池 330.93 - - 3

木沢地区送水ポンプ室 182.25 - - 3

調整井(木沢地区) 59.00 - - 3

木沢浄水場 123.77 - - 3

第９配水池 193.43 - - 3

西川口ポンプ室 167.15 - - 3

低区配水池 148.50 - - 3 管理用道路含む

高区配水池 137.20 - - 3 管理用道路含む

旧第５配水池 85.20 - - 3

川岸減圧弁予定地 92.82 - - 3

旧下タ島浄水場跡地 1,368.00 - - 3 敷地外周のみ

旧第３水源 311.50 - - 3

旧田麦山用地 40.85 - 3

２ 西倉簡易水道施設

施設名称 除草面積 集草 場外搬出 除草回数 備考

（㎡） （㎡） （回/年）

第１水源 110.34 - - 3

第２水源 204.39 - - 3

接合井(導水ポンプ井) 155.00 - - 3

西倉浄水場 431.54 - - 3

第１・２配水池 964.28 - - 3 管理通路含む

※特に表記が無い場合は、機械肩掛式とする。
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別紙１５-１　　　池等清掃業務(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第74条）

１　業務内容

　（１）沈砂池・沈でん池・排泥池・上澄水ポンプ井・排水池・濃縮槽の内部の壁、床等の清掃

　　　を行う。

　（２）大型強力吸引車等で吸引した汚泥は、該当浄水場の天日乾燥床に運搬排出すること。

　（３）栃尾地域簡易水道の取水設備については、定期的な清掃（泥砂の除去）を行う。

　（４）清掃にあたり各施設の排泥ポンプなどの設備やホース等備品及び洗浄水を使用してもよい。

　　　　ただし、不注意等により、既設設備等を破損・損傷した場合及びホース等備品を破損した場

　　　合は受注者の責任で復旧するものとする。

　（５）清掃にあたり各施設の排水、通水・水張り、運用開始に伴うバルブ操作等を含むものとする。

　（６）清掃にあたり各施設の既設設備以外に必要となる機材等は以下のとおり

寺泊浄水場（沈砂池・沈でん池・排水池）

　　・大型強力吸引車　11t 　　・発電機20KVA　　　　　　　　

　　・高圧洗浄車　4t　 　　・水中ポンプ　3.7ｋW　　　　　

　　・4tユニック　　 　　　　　　

栃尾浄水場（沈砂池）

　　・大型強力吸引車　11t 　　・4tユニック　　

　　・高圧洗浄車　4t　

栃尾地域簡易水道（新山沈砂池）

　　・発電機　100V　　　　　　・水中ポンプ　100V

　　・2連梯子（8ｍ）2台 　　・電源ドラム（20ｍ）2台　

　　　　　　

２　留意事項

　（１）作業に当たっては、安全管理に努めると共に、作業完了時は発注者の確認を得るものとする。

　（２）作業に当たっては、騒音、振動、悪臭等の公害の発生を防止し、近隣住民に配慮すること。

　（３）その他作業の詳細について必要がある場合は、その都度協議の上決定するものとする。

３　提出書類

　（１）工程表 １部

　（２）施工記録写真 １部

　（３）その他委託者の指示するもの
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池等清掃一覧表

浄水場及び場外施設名 施設名 構造 容量等 頻度 備考

取水ずい道 ＲＣ造 980.7ｍ 1回/年
馬蹄型　断面1.85～2.1m
×高さ2.3～2.385m

妙見浄水場 沈砂池（取水ポンプ井） ＲＣ造 385㎥ 1回/年 沈砂池＋ポンプ井

沈でん池 ＲＣ造 15,586㎥ 2回/年 1池2回　容量は4池合計

排泥池 ＲＣ造 800㎥ 2回/年

上澄水ポンプ井 ＲＣ造 100㎥ 2回/年

排水池 ＲＣ造 700㎥ 2回/年 放流ポンプ井含む

2号濃縮槽 ＲＣ造 1,100㎥ 1回/年

3号濃縮槽 ＲＣ造 1,000㎥ 1回/年

大貝浄水場 取水塔 ＲＣ造 27㎡ 10回/年
取水塔　内径3.0m
隧道　0.8～3.0m×16.7m

沈でん池 ＲＣ造 507㎥ 2回/年 1池1回　容量は2池合計

排泥池 ＲＣ造 490㎥ 2回/年 容量は2池合計

排水池 ＲＣ造 84㎥ 2回/年

寺泊浄水場 沈砂池 ＲＣ造 48.2㎥ 1回/年 1池1回　容量は2系統合計

沈でん池 ＲＣ造 1067㎥ 1回/年 1池1回　容量は2系統合計

排水池 ＲＣ造 170㎥ 1回/年

濃縮槽 ＲＣ造 600㎥ 2回/年

与板取水場 沈砂池 ＲＣ造 259.2㎥ 4回/年 1池1回　容量は2池合計

栃尾浄水場 沈砂池 ＲＣ造 91.9㎥ 1回/年 1池1回　

沈でん池 ＲＣ造 2,369.4㎥ 2回/年 1池2回　容量は2池合計

栃尾地域簡易水道 新山沈砂池 ＲＣ造 1.8㎥ 2回/年

まんさく取水設備 ＲＣ造 7.2㎥ 2回/月 冬季(12月～3月）除く

明道取水設備 ＲＣ造 6.3㎥ 2回/月 冬季(12月～3月）除く

入東地区取水設備 ＲＣ造 10.6㎥ 2回/月 冬季(12月～3月）除く
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別紙１６　浄水場及び場外施設の清掃業務　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第77条）

1 業務目的

　浄水場及び場外施設の建物内及び敷地内を常に清潔に保つことを目的とする。

2 浄水場及び場外施設の清掃業務

（１）受注者は、中央監視室、受託事業者事務室及び休憩室・トイレ等については、

　　日常的清掃を適宜実施することとする。

　　　ただし、発注者が別途契約している清掃業務の業務範囲に含まれている場合

　　は清掃をしなくても良いこととする。

（２）受注者は、浄水場及び場外施設のポンプ室、電気室、発電機室、次亜室等の

　　設備機器が設置された室の清掃については、必要に応じて行なうこととする。

（３）受注者は、浄水場及び場外施設の敷地内については、場内道路内の小石除去、

　　側溝の堆積泥や枯れ草、落ち葉撤去、ゴミ拾いを必要に応じて行なうこととする。

（４）受注者は、台風や大雨後に浄水場及び場外施設の敷地内に飛来したゴミ、枝葉、

　　泥等の除去については、可能な範囲で行なうこととする。

3 留意事項

（１）清掃業務の作業は、原則平日の8:30～17:00の間で行なうこととする。

（２）清掃業務で使用する箒やスコップなどの備品については、発注者が認めた

　場合にかぎり、発注者の備品を使用しても良いこととする。

（３）清掃業務で発生したゴミ等については、発注者が処分を行なう。
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別紙１７　浄水場及び場外施設の除雪業務　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第77条）

1 業務目的

　　降雪期に浄水場及び場外施設の出入口や場内駐車場、薬品搬入口などの確保を

　目的とする。

2 浄水場及び場外施設の除雪業務

（１）受注者は、消雪ポンプや消雪ホースなどの消雪設備を適正に運転管理し、

　浄水場及び場外施設の敷地内の消雪に努めることとする。

（２）受注者は、浄水場及び場外施設の出入口について、車両が入場できるよう

　可能な範囲で除雪を行なうこととする。

（３）受注者は、浄水場及び場外施設の薬品搬入口について、入荷が出来るよう

　除雪を行なうこととする。

3 留意事項

（１）除雪業務の作業は、原則平日の8:30～17:00の間で行なうこととする。

（２）除雪業務で使用するスコップなどの備品については、発注者が認めた場合

　にかぎり、発注者の備品を使用しても良いこととする。

（３）除雪業務で使用する除雪機については、発注者が認めた場合にかぎり、発

　注者の除雪機を使用しても良いこととする。
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別紙１８　消雪配管布設撤去業務　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第77条）

1 業務目的

　　浄水場及び場外施設の消雪配管の布設と撤去を行なうもの。

2 消雪配管布設撤去業務

（１）受注者は、概ね10月下旬を目途に消雪配管の布設を完了し、試運転

　を実施し、消雪水量の確認・調整を行なうこと。

（２）受注者は、概ね4月下旬を目途に消雪配管の撤去を完了し、布設時に

　使用し易いよう整理して、指定された場所に配管等を片付けること。

3 留意事項

（１）消雪配管布設撤去業務の作業は、原則平日の8:30～17:00の間で行なうこと

　とする。

（２）消雪配管布設撤去業務で使用する一般工具などの備品については、発注者が

　認めた場合にかぎり、発注者の備品を使用しても良いこととする。

（３）受注者は、消雪配管の異常を発見したら発注者へ速やかに報告することと

　する。
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別紙１９　冬囲い等設置撤去業務　(浄水場運転管理業務委託要求水準書 第77条）

1 業務目的

　　浄水場及び場外施設の冬囲いやフェンス及び覆蓋等の設置と撤去を行な

　うもの。

2 覆蓋及びフェンス等設置撤去

（１）受注者は、概ね5月下旬を目途に除雪用ポールや落とし板の撤去を完了

　し、設置時に使用し易いよう整理して、指定された場所に片付けること。

（２）受注者は、概ね11月下旬を目途に除雪用ポールや落とし板の設置を完

　了すること。

（３）受注者は、概ね5月下旬を目途にフェンスの設置を完了すること。

（４）受注者は、概ね11月下旬を目途にフェンスの撤去を完了し、設置時に

　使用し易いよう整理して、指定された場所に片付けること。

（５）受注者は、概ね4月下旬を目途に覆蓋の設置を完了すること。

　　また、池等施設清掃完了後についても、速やかに設置を完了すること。

（６）受注者は、概ね11月下旬を目途に覆蓋の撤去を完了し、設置時に搬出し

　易いよう整理して、指定された場所に片付けること。

　　また、池等施設清掃に支障にならないよう、覆蓋の撤去を行なうこと。

3 留意事項

（１）冬囲い等設置撤去の作業は、原則平日の8:30～17:00の間で行なうこと

　とする。

（２）冬囲い等設置撤去で使用する一般工具などの備品については、発注者

　が認めた場合にかぎり、発注者の備品を使用しても良いこととする。

（３）受注者は、異常を発見したら発注者へ速やかに報告することとする。
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